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法人課税 研究開発税制の見直し

1．改正の概要

（参考） 研究開発税制の制度概要

研究開発投資を行った法人が、その事業年度において損金の額に算入する試験研究費の額がある場合に、その

試験研究費の額の一定割合の金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認める制度である。

活発な研究開発を維持するとともに、企業のビジネスモデル変革を促していく観点から、次の

見直しが行われる。

（1）総額型及び中小企業技術基盤強化税制の見直し

（2）オープンイノベーション型の対象範囲の追加等

（3）試験研究費の定義の見直し（自社利用ソフトウェアに係る試験研究費の追加）

税額控除額は次のいずれか少ない金額

① 試験研究費 × 一定割合

② 法人税額 × 一定割合 控除上限額

控除率

【用語の説明】

・増減試験研究費割合 ＝ 増減試験研究費の額÷比較試験研究費

・増減試験研究費の額 ＝ 試験研究費の額－比較試験研究費

・比較試験研究費 ＝ 過去3年間の試験研究費の額の平均額

・試験研究費割合 ＝ 試験研究費の額 ÷ 平均売上金額

・平均売上金額 ＝ 当期と過去3年間の売上高の平均額

大企業
向け

中小企業
向け

一部
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（1）総額型及び中小企業技術基盤強化税制の見直し

① 控除率の見直し

研究開発投資の増加インセンティブを強化するため、控除率カーブが見直され、総額型の控除率の下限が2％（現

行：6％）に引き下げられ、上限を14％（原則10％）とする特例の適用期限を2年延長する。
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8％→9.4％下限
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約11.4%

（増減試験研究費割合）

改正前

改正後

8.5%

【総額型】
改正前 改正後

控除率（6%～14%） 控除率（2%～14%）

算
式

・増減試験研究費割合 ＞ 8%の場合（上限：14%）
　  9.9% ＋ （増減試験研究費割合 － 8%） × 0.3
・増減試験研究費割合 ≦ 8% の場合（下限：6%）
 　 9.9% － （8% － 増減試験研究費割合） × 0.175
＜上乗せ措置＞
・試験研究費割合が10%超の場合は下記を上乗せ
　 上記控除率×（試験研究費割合－10%）×0.5（上限：10%）

・増減試験研究費割合 ＞ 9.4%の場合（上限：14%）
　  10.145% ＋ （増減試験研究費割合 － 9.4%） × 0.35
・増減試験研究費割合 ≦ 9.4% の場合 （下限：2%）
 　 10.145% － （9.4% － 増減試験研究費割合） × 0.175
＜上乗せ措置＞
・試験研究費割合が10%超の場合は下記を上乗せ
　 上記控除率×（試験研究費割合－10%）×0.5（上限：10%）

控
除
率
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（増減試験研究費割合）

8% 9.4% 約17.8% 約23.7% 約24.7%
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屈折点の右シフト
8％→9.4％

改正前

改正後増税 減税

～～
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率
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【中小企業技術基盤強化税制】

改正前 改正後

控除率　（12%～17%） 控除率　(12%～17%）

算
式

・増減試験研究費割合 ＞ 8%の場合（上限：17%）
　  12% ＋ （増減試験研究費割合 － 8%） × 0.3
・増減試験研究費割合 ≦ 8% の場合
 　 12%
＜上乗せ措置＞
・試験研究費割合が10%超の場合は下記を上乗せ
　 上記控除率×（試験研究費割合－10%）×0.5（上限：10%）

・増減試験研究費割合 ＞ 9.4%の場合（上限：17%）
　  12% ＋ （増減試験研究費割合 － 9.4%） × 0.35
・増減試験研究費割合 ≦ 9.4% の場合
 　 12%
＜上乗せ措置＞
・試験研究費割合が10%超の場合は下記を上乗せ
　 上記控除率×（試験研究費割合－10%）×0.5（上限：10%）

控
除
率
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② 総額型及び中小企業技術基盤強化税制の控除上限引上げ

コロナ禍の厳しい経営環境であっても研究開発投資の増加を促すため、一定の要件のもと、総額型及び

中小企業技術基盤強化税制の税額控除額の上限が5％上乗せされる。

オープンイノべーション型

上乗せ措置

総額型
・

中小企業技術基盤強化税制

オープンイノべーション型

上乗せ措置

総額型
・

中小企業技術基盤強化税制

法人税額の

10％まで

法人税額の

25％まで

法人税額の

10％まで
5％上乗せ

法人税額の

10％まで

法人税額の

30％まで

法人税額の

10％まで

＜ 現 行 ＞

＜ 改 正 案 ＞

要件あり

5%の上乗せ措置

【総額型】
改正前 改正後

控
除
上
限

　法人税額×25%

＜上乗せ措置＞
・試験研究費割合が10%超の場合は下記を上乗せ
　 法人税額×（試験研究費割合－10%）×2
　（上限：法人税額×10%）

　上乗せ措置適用後、最大、法人税額×35%（*1）

法人税額×25%

＜上乗せ措置＞
・試験研究費割合が10%超の場合は下記を上乗せ
　 法人税額×（試験研究費割合－10%）×2　（上限：法人税額×10%）

＜5%の上乗せ措置＞
次の要件を全て満たした場合、法人税額×5％上乗せ
　　①基準年度（*）に比べて当期の売上が2％以上減少
　　②基準年度（*）に比べて試験研究費の額が増加
　　（*）基準年度とは、令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度

　上乗せ措置適用後、最大、法人税額×40%（*2）
（*1） 一定のベンチャー企業に対する特例を適用した場合は、最大40％

（*2） 一定のベンチャー企業に対する特例を適用した場合は、5％上乗せの適用はなく、最大40％
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【中小企業技術基盤強化税制】

改正前 改正後

控
除
上
限

　法人税額×25%

　＜上乗せ措置＞
　次の金額を上乗せ
・増減試験研究費割合 ＞ 8%の場合
　  法人税額×10%
・増減試験研究費割合 ≦ 8% の場合
 　 法人税額×（試験研究費割合－10%）×2
　　（上限：法人税額×10%）

上乗せ措置適用後、最大、法人税額×35%

法人税額×25%

＜上乗せ措置＞
　次の金額を上乗せ
・増減試験研究費割合 ＞ 9.4%の場合
　  法人税額×10%
・増減試験研究費割合 ≦ 9.4% の場合
 　 法人税額×（試験研究費割合－10%）×2（上限：法人税×10%）

＜5%の上乗せ措置＞
・次の要件を全て満たした場合、法人税額×5％の上乗せ。
　　①基準年度（*）に比べて当期の売上が2％以上減少
　　②基準年度（*）に比べて試験研究費の額が増加
　　（*）基準年度とは、令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度

上乗せ措置適用後、最大、法人税額×40%
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試験研究の類型 対象範囲 控除率

特別研究機関等
（人文系の研究機関）

大学等（*1）

新事業開拓事業者等

国立研究開発法人・国公
立大学等の外部化法人

その他の者
（民間企業、民間研究所等）

委託試験研究 特定中小企業者等（*2）

知的財産権の設定又
は許諾を受けて行う
試験研究

特定中小企業者等
（中小事業者等に限る）

技術研究組合の組合員が行う協同試験研究

希少疾病用医薬品等に関する試験研究

共同試験研究
委託試験研究

30%

25%

20%

（2）オープンイノベーション型の対象範囲の追加等

① オープンイノベーション型の対象範囲と要件の追加

• 共同研究・委託研究の相手方に国立研究開発法人・国公立大学等の外部化法人が追加される。また、共同研

究・委託研究の相手方である特別研究機関等に人文系の研究機関が追加される。

• 大学等との共同研究・委託研究及び特定中小企業者等への委託研究は要件が追加される。

• 共同研究・委託研究の範囲は、出資後10年以内に限定

しないことを除き、新事業開拓事業者等と同様である。その

ため、委託研究は、委任契約に基づき委託先の試験研究

に該当するもので、次のいずれかを満たす必要がある。

（1） その成果を活用して委託元が行う研究が基礎研究又

は応用研究である

（2） 委託先の所有する知的財産権等を使用又は利用する

研究である

*1 大学等との共同研究・委託研究は、契約上の試験研究

費の見込総額が50万円を超えるものに限られる（改正前は

金額要件なし）。ただし、中小企業者（適用除外事業者に該

当するものを除く）及び農業協同組合等は除かれる。

*2 特定中小企業者等への委託研究は、次の要件を満たす

ものに限られる。

（1） 委託に基づき行う業務が委託先で試験研究に該当する

（2） 委任契約等において、委託して行う試験研究の成果を

委託法人が取得することを定めている

要件の追加

要件の追加

対象範囲の追加

対象範囲の追加

【要件の追加】
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【参考】 「外部化法人」のイメージ

大学

国立研究開発法人
外部化法人 企業

研究者

出資 資金

• 大学や国立研究開発法人が外部化法人を設立

- 特定の大学や国立研究開発法人が設立するパターン

- 複数の大学や国立研究開発法人が共同で設立するパターン など

• 大学や国立研究開発法人の研究者は、研究案件に応じてクロスアポイントメント制度等で外部化法人に所属

• 外部化法人は共同研究を実施

• 既存の制約・慣行等から離れることにより研究開発のスピードアップを想定

共同研究
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② 事務手続き等の運用改善

共同研究の相手方が行う特別試験研究費の額であることの確認について、第三者が作成した報告書等によって確

認することが可能であることを明確化する等の改善が行われる。

大学等企業
専門家

（税理士・公認会計士等）

自社内
試験研究費

自社外
試験研究費

監査報告書 確認報告書

監査報告書
確認報告書

税務申告

【参考】 大学等との共同研究の場合の流れ（概要）

• 一定の内容を記載した共同研究契約書を締結し、共同研究を実施

• 特別試験研究費の額について専門家が監査を実施し、監査報告書を企業に提出

• 特別試験研究費の額について大学等が確認を実施し、確認報告書を企業に提出

• 企業は監査報告書と確認報告書を税務申告書に添付して税務申告を行う

共同研究

• 簡素化された確認方法でよいことを明確化
• 結果として、大学等の負担軽減

監査 監査 確認 確認
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（3）試験研究費の定義の見直し（自社利用ソフトウェアに係る試験研究費の追加）
研究開発税制の対象となる試験研究費に「試験研究費のうち、（会計上）研究開発費として損金経理をした金額で（税務

上）非試験研究用資産（*1）の取得価額に含まれるもの」が追加される。

この改正により、クラウド環境で提供するソフトウェアなど、自社利用ソフトウェアの製作に要した試験研究費が研究開発

税制の適用対象となる。
（*1）非試験研究用資産とは、棚卸資産、固定資産及び繰延資産で、事業供用の時に試験研究の用に供さないものをいう。

今年度改正で
研究開発税制
適用対象へ

研究開発税制
適用対象

（改正なし）

出典：令和2年9月 経済産業省 「令和3年度税制改正に関する経済産業省要望【概要】」

CD-ROM

の世界

SaaS（*2）

の世界

（*2）SaaS（Software as a Service）

必要な機能を必要な分だけサービスとして利用できるようにしたソフトウェア（主にアプリケーションソフトウェア）もしくはその提供形態

出典：

2020年10月 一般社団法人電子情報技術産業協会 「2021年度 税制改正要望書」
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導入試行開発・製作詳細設計基本設計要件定義企画・立案

ソフトウェア開発 意思決定
（取締役会決議・稟議決裁等）

事前調査
準備段階

認められない 将来の収益獲得又は費用削減が明らかと認められるか不明 認められる

研究開発費
（費用・損金）

会計 ： 研究開発費 （費用）
ソフトウェア

（資産）
税務 ： ソフトウェア （資産）

■ 一般的な自社利用ソフトウェア開発の流れと会計処理・税務処理のイメージ

■ 研究開発税制の主な適用要件

・青色申告法人

・所得金額計算上、損金の額に算入される試験研究費の額がある

・確定申告書等に計算明細書の添付

損金算入要件を満たさないため

研究開発費のうちに試験研究費
が含まれている場合であっても
研究開発税制適用不可

今年度改正で
研究開発税制
適用対象へ

法人税基本通達 7－3－15の3 （抄）

（ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用）
次に掲げるような費用の額は、ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる。
(2) 研究開発費の額（自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。)

【参考】 市場販売目的ソフトウェアの会計処理・税務処理のイメージ（基本的に会計処理と税務処理は一致）

製品マスター製作 製品マスター完成後

研究開発費 （費用・損金） ソフトウェア （資産）

製品マスター完成



内容につきましては、「令和3年度税制改正大綱」(令和2年12月10日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概
要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ
れる場合もありますのでご留意ください。

令和３年度 税制改正解説 禁 無断複写・転載速 報

Copyright 2020 Yamada Zeikai All Rights Reserved.

2．適用時期

3．実務上の留意点

（1） 総額型及び中小企業技術基盤強化税制の見直し

• 総額型の適用要件には、当期の所得金額が前期の所得金額を超える場合、雇用者給与、設備投資額の要件が

あるので、大企業は注意が必要である。

• 所得税も同様の改正とする。

（2） オープンイノベーション型の対象範囲の追加等

• 共同研究の相手方の確認手続きの煩雑さが解消されることから、協力体制を得られ易くなり、税額控除の適用を

検討する企業が増加することが想定される。

（3） 試験研究費の定義の見直し（自社利用ソフトウェアに係る試験研究費の追加）

• 会計上の「研究開発費」と税務上の「試験研究費」の定義は同じではないため、会計上研究開発費として費用処

理したものすべてが研究開発税制の対象となるわけではない。

• 今年度改正で研究開発税制の対象に追加される自社利用ソフトウェアに係る試験研究費は、「試験研究費のうち、

研究開発費として損金経理をした金額」が前提であるため、会計基準ではなく税務会計により経理処理している

法人（ソフトウェア開発に係る費用をすべてソフトウェアとして資産計上している法人）は経理処理の変更が必要と

なる。

（1） ②総額型及び中小企業技術基盤強化税制の控除上限の引き上げ

• 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度

（2） オープンイノベーション型の対象範囲の追加等

• 不明（大綱記載なし）

（3） 試験研究費の定義の見直し（自社利用ソフトウェアに係る試験研究費の追加）

• 不明（大綱記載なし）
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4．今後の注目点

（2） オープンイノベーション型の対象範囲の追加等

• 特別試験研究機関等に追加される具体的な研究機関

• 外部化法人の具体的な範囲

• その他の運用改善の具体的な内容

（3） 試験研究費の定義の見直し（自社利用ソフトウェアに係る試験研究費の追加）

• 新たに国税庁から通達、Q&Aが公表されるか？

そもそも、研究開発税制の対象となる「試験研究費」の定義・概念が曖昧なため、実務上は判断に迷う場面が少

なくない。通達、Q&A等により「試験研究費」の定義・概念が明確になることが期待される。

（現在公表されている国税庁Q&A 「Q&A 研究開発減税・設備投資減税について（法人税）（平成15年10月）」）
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（青色申告法人）

（中小企業者等（適用除外事業者を除く））

【試験研究割合10％超の場合】控除上限額を上乗せできる

※国等の場合：30% 研究開発型ベンチャー企業の場合：25％ 企業等の場合：20%

総額型

控除率：6～14％

控除上限額：法人税額×25％

中小企業技術基盤強化税制

控除率：12～17％

控除上限額：法人税額×25％

控除上限額の上乗せ：法人税額×（試験研究費割合-10％）×2 【上限10％】

【試験研究割合10％超の場合】控除率を上乗せできる控除率の上乗せ措置

控除率の上乗せ：上記控除率×（試験研究費割合-10％）×0.5 【上限10％】

特別試験研究費
（国等、企業等との共同・委託研究等に係る費用）に控除率を乗じた額を法人税額から控除できる

オープンイノベーション型

控除率：20～30％（特別試験研究費部分） 控除上限額：法人税額×10％

控除上限額の上乗せ措置

選択適用

※中小企業技術基盤強化税制で増減
試験研究費割合が
8%超の場合は「法人税額×10％」

※控除率上乗せ後においても、控除率の
上限は総額型14％、中小企業技術基盤
強化税制17％

改正（1）

2％～14％

30％

改正（2）

改正（1）

30％

計算式

計算式

（まとめ）研究開発税制の全体像


